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(57)【要約】
【課題】安全ピンやクリップなどによる作業着への固定
が必要なく、作業着への取り付け、取り外し操作が極め
て容易で、しかも、電気的に絶縁性であり、表面に印刷
が可能で、耐候性、耐水性に優れ、更には、洗濯可能な
、伸縮性のある輪仕立伸縮性腕章を提供する。
【解決手段】工事現場において作業着の腕部に取り付け
る腕章１であって、所定の幅及び長さを有する帯状の伸
縮性素材を輪状に縫製加工し、表面１Ａに印刷を施した
腕章である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋内、屋外作業において着衣の腕部に取り付ける腕章であって、
　所定の幅及び長さを有する帯状の伸縮性素材を輪状に縫製加工し、表面に印刷を施した
ことを特徴とする輪仕立伸縮性腕章。
【請求項２】
　前記輪仕立伸縮性腕章の伸張可能な直径が収縮時の１．５～２．５倍であることを特徴
とする請求項１の輪仕立伸縮性腕章。
【請求項３】
　前記伸縮性素材は、ポリアミド系繊維、ポリエステル系繊維、ポリオレフィン系繊維、
アクリル系繊維、ウレタン系繊維などの合成繊維を、単独で、又は、組み合わせて作製さ
れた織物、ニット、又は、不織布とされることを特徴とする請求項１又は２の輪仕立伸縮
性腕章。
【請求項４】
　前記伸縮性素材は、ポリエステル繊維とポリウレタン繊維の組合せにて作製したトリコ
ットであることを特徴とする請求項３の輪仕立伸縮性腕章。
【請求項５】
　前記表面への印刷は、昇華転写プリントにて行うことを特徴とする請求項１～４のいず
れかの項に記載の輪仕立伸縮性腕章。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋内、屋外の工事現場の作業、或いは、屋外における交通整理などの作業（
本明細書、特許請求の範囲においては、これら作業を纏めて「屋内、屋外作業」と呼ぶ。
）において、作業着などの着衣の腕部に取り付けて利用する輪仕立伸縮性腕章に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば工事現場にて利用する腕章は、通常伸縮性のない帯状の薄手のプラスチッ
クシートを輪仕立てにて作製し、表面に文字、図形、記号等が印刷されている。
【０００３】
　作業者は、装着に際しては、腕章を着衣の上から上腕部に通し、適宜、安全ピンやクリ
ップなどで作業着に固定し、取り付けていた。
【０００４】
　しかしながら、安全ピンやクリップは、金属製のものが多く、特に、電気、通信関連の
屋内、屋外の工事現場での作業において、これら導電性のものを作業着に付けていること
は、電気的ショートの問題を引き起こし、最悪の場合には、関連の機器を破壊し、その復
旧に多くの時間が必要となったりする。更には、屋外での作業においては、落雷の心配も
あり、作業者の安全性の点からも望ましくない。また、雨天時に雨具等の着用が余儀なく
される場合には、一旦、腕章を付けていた作業着から安全ピンを外して、腕章を作業着か
ら外し、腕章を雨具に着け直し、腕章を再度安全ピンなどで雨具に固定することが必要と
され、安全ピンの取り外し、取り付け操作に手間が掛かり、面倒であった。このことは、
屋外での交通整理などの作業においても同様であった。
【０００５】
　また、従来の腕章は、洗濯が不可能な素材で作製されている場合が多く、汚れが目立ち
、不衛生であり、頻繁な交換を必要とし、コストの面でも問題がある。
【０００６】
　そこで、細長帯状の腕章を腕に巻き付け、帯状腕章の両端に取り付けた雄型突起、雌型
突起からなる面ファスナー（所謂、マジックテープ：登録商標）を使用して、帯状腕章を
腕に固定し取り付けることが行われている。
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【０００７】
　しかし、このような腕章では、使用中にズレることがあり、頻繁にズレを直すことが必
要とされ、煩わしいものであった。
【０００８】
　特許文献１は、上述のような従来の腕章は、着用時の操作が面倒である、或いは、夏場
には、薄手の衣服の上から着用した場合にチクチク感がある、などといった問題点に着目
して、腕章の裏面に超極細合成繊維で構成されたループパイル（面ファスナーの雌型突起
に相当する）を有する腕章を提案している。
【特許文献１】特開２００５－３１９０７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載の腕章は、通常の工事用の作業着に対しては、意図す
るような面ファスナーの機能が働かず、必ずしも密着して固定されるものではない。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、屋内、屋外での作業において着衣の腕部に好適に取り付ける
ことのできる伸縮性のある輪仕立伸縮性腕章を提供することである。
【００１１】
　本発明の他の目的は、安全ピンやクリップなどによる作業着への固定が必要なく、作業
着への取り付け、取り外し操作が極めて容易で、しかも、電気的に絶縁性であり、表面に
印刷が可能で、耐候性、耐水性に優れ、更には、洗濯可能な、伸縮性のある輪仕立伸縮性
腕章を提供することである。
【００１２】
　本発明の他の目的は、
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的は本発明に係る輪仕立伸縮性腕章にて達成される。要約すれば、本発明は、工
事現場において作業着の腕部に取り付ける腕章であって、
　所定の幅及び長さを有する帯状の伸縮性素材を輪状に縫製加工し、表面に印刷を施した
ことを特徴とする輪仕立伸縮性腕章である。
【００１４】
　本発明の一実施態様によれば、前記輪仕立伸縮性腕章の伸張可能な直径が収縮時の１．
５～２．５倍である。
【００１５】
　本発明の他の実施態様によれば、前記伸縮性素材は、ポリアミド系繊維、ポリエステル
系繊維、ポリオレフィン系繊維、アクリル系繊維、ウレタン系繊維などの合成繊維を、単
独で、又は、組み合わせて作製された織物、ニット、又は、不織布とされる。
【００１６】
　本発明の他の実施態様によれば、前記伸縮性素材は、ポリエステル繊維とポリウレタン
繊維の組合せにて作製したトリコットである。
【００１７】
　本発明の他の実施態様によれば、前記表面への印刷は、昇華転写プリントにて行う。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の輪仕立伸縮性腕章は、安全ピンやクリップなどによる作業着への固定が必要な
く、作業着（着衣）への取り付け、取り外し操作が極めて容易であり、しかも、電気的に
絶縁性である。また、表面に印刷が可能で、耐候性、耐水性に優れ、更には、洗濯可能で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
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　以下、本発明に係る腕章を図面に則して更に詳しく説明する。
【００２０】
　実施例１
　図１に、本発明に係る輪仕立伸縮性腕章１の一実施例を示す。
【００２１】
　本実施例にて、腕章１は、図１に示すように、収縮時直径（Ｄ）及び所定の幅（Ｗ）の
輪仕立伸縮性腕章とさる。腕章１は、図２（ａ）に示すように、細長の所定の幅（Ｗ０）
及び長さ（Ｌ０）に裁断された伸縮性素材からなる帯状腕章生地部材２の両端を縫製によ
り接合することによって輪状（即ち、円筒状）に作製される。本実施例にて、腕章１とし
ての収縮時直径（Ｄ）は８～１３ｃｍ、幅（Ｗ）は８～１０ｃｍとされる。ただし、この
寸法に限定されるものではない。腕章１の表面１Ａには、必要な文字、図形、記号等が印
刷されている。
【００２２】
　伸縮性素材とは、ストレッチ織物素材、ストレッチトリコット素材、その他のストレッ
チ素材である。これらのストレッチ素材は、タテ・ヨコ方向ストレッチ素材が好ましい。
また、ストレッチ素材としては、本発明の輪仕立伸縮性腕章１の直径を収縮時の１．５～
２．５倍まで拡張（伸張）し得るようなものとされる。腕章１の伸張率をこの範囲内とし
、腕章１の収縮時の直径（Ｄ）を用途に応じて適宜に選定することにより、腕章１の作業
者の腕部からのズレ落ちを有効に防止することができる。
【００２３】
　伸縮性素材としては、ナイロン６、ナイロン６６等のポリアミド系繊維、ポリエチレン
レフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系繊維、ポリオレフィン系
繊維、アクリル系繊維、ウレタン系繊維、などの合成繊維を、単独で、又は、組み合わせ
て作製された織物、ニット、又は、不織布とされる。
【００２４】
　本発明者の研究実験の結果によると、伸縮性、印刷可能性、洗濯容易性、などの本発明
の上記課題を解決するには、伸縮性素材としては、特に、ポリエステル繊維とポリウレタ
ン繊維の組合せにて作製したトリコット（ストレッチ生地）が好ましいことが分かった。
また、繊維の混率は、ポリエステル繊維が７０～９０％、ポリウレタン繊維が３０～１０
％程度が好ましい。
【００２５】
　次に、図２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び図３を参照して、本実施例の輪仕立伸縮性腕章
１の製造方法の一例について説明する。本実施例によると、輪仕立伸縮性腕章１は、上記
伸縮性素材を伸縮性のある縫製加工により極めて好適に作製することができる。
【００２６】
　先ず、図２（ａ）に示すように、伸縮性素材とされるストレッチ生地が、所定の幅（Ｗ
０）及び長さ（Ｌ０）に裁断され、帯状腕章生地部材２が作製される。
【００２７】
　帯状腕章生地部材２は、図２（ｂ）に示すように、長手方向両側縁部（上下縁部）５、
６、また、両端縁部（左右縁部）３、４に対して、ロックミシンを使用してほつれを防止
するためにロック処理（ロック加工）７を行う。ロック処理幅（ｗ１）は、３～５ｍｍ程
度とされる。ロック加工７は、布端のほつれを防止し、かつ、ロック加工することにより
ストレッチ生地２の伸縮性を損なわないものであれば、何れの方法でも構わない。
【００２８】
　次いで、腕章１の裏側から見た図２（ｃ）に示すように、本実施例では、帯状腕章生地
部材２の上下縁部５、６に対して、１回折ってステッチ処理（振糸ステッチ加工）８を施
す。折り幅（ｗ２）は、５～１０ｍｍ程度とされる。勿論、２回或いは３回折ってステッ
チ処理を施しても良い。
【００２９】
　図３（ａ）に、表から見た場合のステッチ加工８の状態を示し、図３（ｂ）には、裏か
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【００３０】
　なお、帯状腕章生地部材２の左右縁部３、４に対しても、ロック処理後の折り返しステ
ッチ加工を施しても良い。
【００３１】
　次いで、帯状腕章生地部材の少なくとも長手方向上下縁部に、ロック加工７及びストレ
ッチ加工８が施された帯状腕章部材２の両端３、４を、図１に示すように、例えば重ね代
（ｗ３）を５～１０ｍｍ程度として、ステッチ加工８にて縫い合わせる。両端の接合縫製
加工は、所望に応じて、当業者には周知の種々の方法で行うことができる。この両端接合
縫製加工もまた、腕章１の幅（Ｗ）方向に伸縮可能な縫製方法（糸）を採用する。
【００３２】
　上記工程によって、図１に示すような、本実施例の輪仕立伸縮性腕章１が作製される。
上述のように、縫製加工は、縫製加工により作製した輪仕立伸縮性腕章１が、所定の伸張
率を有するように加工することが重要である。本発明者の研究実験によれば、伸張率、即
ち、収縮時の直径と伸張可能直径の割合、即ち、腕章の伸張可能直径が、収縮時の直径の
１．５～２．５倍となるようにすることが好ましいことが分かった。
【００３３】
　つまり、上述の縫製加工にて重要なことは、上記ロック加工７、ステッチ加工８は、図
示される本実施例のものに限定されるものではなく、輪仕立伸縮性腕章１の伸張率が上記
範囲内とされるのであれば、何れの方法をも採用し得る。
【００３４】
　従って、本実施例の縫製方法によって作製した輪仕立伸縮性腕章１は、伸張率が上記範
囲内とされ、安全ピンやクリップなどによる作業着への固定が必要なく、作業着への取り
付け、取り外し操作が極めて容易に行うことができる。また、合成繊維にて作製されるた
めに、電気的に絶縁性を有している。
【００３５】
　また、本実施例にて使用されるストレッチ生地には、裁断する前に、所定の文字、図形
、記号１００などが印刷されるのが好ましく、印刷手法としては、昇華転写プリント（機
械捺染）が好ましい。昇華転写プリント（機械捺染）により極めて良好な印刷をなすこと
ができる。
【００３６】
　昇華転写プリントにおいては、分散染料インクをインクジェットプリンタにより転写紙
に印字し、その転写紙と布（ストレッチ生地）を合わせて熱ローラにて加熱することによ
り気化したインクが合成繊維（化学繊維）の分子構造に入り込み、染色が行われる。特に
、機械捺染においては、蒸し工程及び水洗工程を設け、蒸し工程にて色の固着を図り、水
洗工程にて、余分な染料等の水洗を行う。
【００３７】
　従って、本実施例の腕章は、必要な文字、図形、記号１００などを極めて良好に印刷で
きると共に、耐候性、耐水性に優れ、更には、洗濯可能である。
【００３８】
　本発明の輪仕立伸縮性腕章１を、上記実施例に従って種々の材料及び縫製方法により作
製したが、最も好ましいと思われる伸縮性素地（ストレッチ生地）、及び、縫製加工（糸
）の特性を表１に示す。
【００３９】



(6) JP 2010-99201 A 2010.5.6

10

20

30

40

【表１】

【００４０】
　上記表１に示す伸縮性素地（ストレッチ生地）、及び、縫製加工（糸）を使用して作製
した本発明の輪仕立伸縮性腕章１は、電気的に絶縁性であり、屋内、屋外の工事現場用腕
章として好適である。また、従来のプラスチック製の腕章のように、湿気の多いところで
露が付着するといった問題もなく、肌にも優しいものであった。
【００４１】
　更に、伸張可能な直径が、収縮時の直径（Ｄ）の１．５～２．５倍とされ、安全ピンや
クリップなどによる作業着への固定の必要がなく、作業着への取り付け、取り外し操作が
極めて容易であった。保形性に優れ、形くずれを起こすこともなかった。また、昇華転写
プリントなどによって表面に印刷が可能で、耐候性、耐水性に優れ、更には、頻繁な洗濯
も可能であり、汚れや汗のにおいの問題も解決することができ、コスト的にも優れている
。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係る輪仕立伸縮性腕章の一実施例の斜視図である。
【図２】本発明に係る輪仕立伸縮性腕章の製造方法の一実施例を説明するための工程図で
ある。
【図３】縫製加工の一例を説明するための図であり、図３（ａ）は、腕章の表側の一部を
示し、図３（ｂ）は、腕章の裏側の一部を示す。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　輪仕立伸縮性腕章
　２　　帯状腕章生地部材
　７　　ロック加工
　８　　ステッチ加工
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